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個別避難計画作成マニュアル
＜令和５年度モデル事業＞

東大阪市 福祉部

地域福祉室 地域福祉課

【福祉専門職推薦による作成用】 本マニュアルでの「福祉専門職」とは・・・P３参照
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令和５年 １０月

西・中地域の福祉専門職の中にも、東地域に居住する利用
者を担当していることが想定されるため、本マニュアルは全
地域（東・中・西）の福祉専門職に配布致します。



令和５年度モデル事業について（依頼）
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令和５年度モデル事業について、「福祉専門職推薦による作成」のマニュアル（手
順）をお示しさせていただきます。不明な点は、担当までご連絡ください。
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東大阪市福祉部地域福祉室地域福祉課 担当 田中、一岡
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福祉専門職とは
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●本マニュアルにおける「福祉専門職」とは、介護・障害等に関するサー

ビス利用計画書（セルフプラン含む）作成に携わっておられる下記の

方々を示します。

区分 事業所 福祉専門職

介護関係 ・居宅介護支援事業所

＊地域包括支援センターからの推薦も可能です

介護支援専門員
（ケアマネジャー）

障害関係 ・指定特定（計画）相談支援事業所

・基幹相談支援センター

・委託相談支援センター

相談支援専門員
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対象地域・校区
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●令和５年度モデル事業の対象地域は、引き続き「東地域」です。
東地域は、９つの自治連合会校区（以下「校区」という。」に区分されています。
今回のモデル事業では、この９つの校区を「【Ａ校区】調整会議可校区」と「【Ｂ校区】調整会
議不可校区」に区分しております。

＊地域・校区とは、個別避難計画作成対象者の“居住地”です。事業所の所在地ではありません。

【Ａ校区：３】
調整会議可校区

池島校区 縄手北校区 石切東校区

【Ｂ校区：６】
調整会議不可校区

縄手南校区 縄手上四条校区 枚岡東校区
枚岡西校区 石切校区 孔舎衙校区

東 地 域

【Ａ校区】＝調整会議の開催ができます。 【Ｂ校区】＝調整会議の開催はできません。

※調整会議とは・・・避難支援等関係者（地域の関係者を含む）が集まり、個別避難計画の支援内容（「避難支
援者」「避難経路」等）について協議し、決定するための会議です。（P１０参照）

＊各校区の詳細住所は、別添Ｅｘｃｅｌデータ【資料①】東地域の校区割一覧表（Ａ校区・Ｂ校区）のシート
を参照してください。
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個別避難計画作成の目的

5

●避難行動の確認と共有

個別避難計画の作成を通して、本人及び避難支援等関係者が改めて避

難行動の必要性を確認し、災害に備える意識を高めること。

目 的

●防災力（意識）の向上

「支援者（団体含む）」「避難場所」「避難経路」等について、本人及び避難

支援等関係者で共有し、避難の実効性を高めること。
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個別避難計画作成の対象者
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国の示すポイント 令和５年度

①ハザードの状況 東地域（自治連合会校区：全９校区）

②当事者本人の心身の状況

（右記のいずれか１つ以上に該当

する者）

・要介護３以上
・身体障害者手帳１級（内部障害のみは除く）
・精神障害者保健福祉手帳１級
・療育手帳Ａ（重度）

③独居等の居住実態 単身世帯又は同居している世帯員全員が避難
支援を必要とする世帯
※避難支援を必要とするか否かは、本人の状況や聞
き取りにより判断してください。

④その他 福祉専門職が担当している方

対象者の条件

対象者は、①～④の全てに該当する方です。
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本マニュアル・各種資料データ等の送付
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各事業所（P3参照）へＥｍａｉｌにて各種資料データを送信します。

・本マニュアル＜音声説明ありは、ＵＲＬ：https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000037361.html参照＞
・リストＡ校区（対象者入力用）・Ｂ校区（対象者入力用）＜パスワード設定をしております。メール本文参照＞
・Ｑ＆Ａ
・【資料①】 東地域の校区割一覧表（Ａ校区・Ｂ校区）
・【資料②-１】同意確認書（ひな形） ・【資料②-２】同意確認書（入力用）
・【資料③-１】個別避難計画（ひな形） ・【資料③-２】個別避難計画（入力用）

本マニュアル及びＱ＆Ａを確認し、個別避難計画素案作成の対象者確認と作業をおこなってください。

個別避難計画の素案を作成した対象者が１人以上いる場合のみ、地域福祉課までＥｍａｉｌにて

対象者を返送してください。（リストＡ校区（対象者入力用）・Ｂ校区（対象者入力用）の返送）

＊Ｅｍａｉｌアドレス ： マニュアルＰ２参照（送付先を間違えないよう、複数人でチェックするなど確認をお願いします）

地域福祉課より素案提出（市へ来庁依頼）の日程調整のご連絡をさせて頂きます。

※素案を作成した方がいない場合は、地域福祉課への返送不要です

ステップ③まで

ステップ④

ステップ⑤



全体フロー（Ａ校区：調整会議可校区）
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福祉専門職が対象者条件に合致する世帯を抽出

(Ⅰ)作成について本人同意の確認
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有り(Ｙｅｓ)

ステップ①
【P１１参照)】

ステップ②
【P１２参照】

無し(Ｎｏ)

（Ⅱ）避難支援者の確認

計画の完成

（Ⅲ）調整会議の意向確認

ステップ③
【P１3参照)】

同意する(Ｙｅｓ) 同意しない(Ｎｏ)
【計画作成不可】

希望する(Ｙｅｓ) 希望しない(Ｎｏ) 
【計画作成不可】

福祉専門職による素案作成

ステップ⑥
【P１5参照)】 調整会議の開催

ステップ②
【P１２参照】

ステップ②
【P１２参照】

市から事業所へ連絡（来庁の日程調整）

ステップ⑤ 【P１5参照)】

市へデータ提出（Ｅｘｃｅｌデータ【リストＡ校区】）

ステップ④ 【P１４参照)】

＊事業所ごとに各担当者のケース全て
が終了した時点で提出してください。

＊避難支援者へ役
割等を説明し、承諾
を得る必要あり
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福祉専門職が対象者条件に合致する世帯を抽出

(Ⅰ)作成について本人同意の確認
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有り(Ｙｅｓ)

ステップ①
【P１６参照】)

ステップ②
【P１７参照】

無し(Ｎｏ)
【計画作成不可】

（Ⅱ）避難支援者の確認

計画の完成

ステップ③
【P１８参照)】

同意する(Ｙｅｓ) 同意しない(Ｎｏ)
【計画作成不可】

福祉専門職による素案作成

ステップ②
【P１７参照】

Ｂ校区は、調整会議の開催はできません。

ステップ④
【P１９参照)】

市へデータ提出（Ｅｘｃｅｌデータ【リストＢ校区】）

全体フロー（Ｂ校区：調整会議不可校区）

市から事業所へ連絡（来庁の日程調整）

ステップ⑤
【P２０参照)】

＊事業所ごとに各担当者のケース全て
が終了した時点で提出してください。

＊避難支援者へ役
割等を説明し、承諾
を得る必要あり
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調整会議とは（Ａ校区のみ：調整会議可校区）
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調整会議

・「避難支援者」「避難経路」「避難誘導時の配慮事項」等について、参加者で検討を行う。

★Ｂ校区は、調整会議の対象外です

⇒本人の同意を得た上で、必要な範囲で計画（情報）を共有し、
具体的な支援内容等の共通認識をもつ

⇒顔の見える関係性づくりの構築

●目的

●参加者

・本人、家族、地域の関係者（自治会【自主防災組織】、民生委員、校区福祉委員等）、 福祉専門職（ケアマネジャー
や相談支援専門員等）、市社会福祉協議会職員、市職員 ＊必要に応じて参加者を調整します

●調整役

・市社会福祉協議会（ＣＯＷ：地域担当）

⇒日時、場所、参加メンバー等の調整
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東地域Ａ校区：調整会議可校区(ステップ①）
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・ご自身が担当する方の中で、東地域のＡ校区（P４）に居住し、対象者の条件（Ｐ６）に該当する方がい

るか確認してください。

ステップ①

いる場合 ⇒ マニュアルＰ１２（Ａ校区 ステップ②）へ

いない場合 ⇒ マニュアルＰ１６（Ｂ校区 ステップ①）へ
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東地域Ａ校区：調整会議可校区(ステップ②）
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・Ａ校区の対象者へ、下記のとおり【（Ⅰ）作成について本人同意の確認】 ⇒【（Ⅱ）避難支援者の確認】 ⇒【（Ⅲ）調

整会議の意向確認】の順で確認をおこなってください。

ステップ②（作成について本人同意の確認・避難支援者の確認、調整会議の意向確認）

同意する
(Ｙｅｓ)

(Ⅱ)へ

(計画作成不可)
同意しない
（ＮＯ）

（Ⅰ）作成について本人同
意の確認

ｏr

（Ⅱ）避難支援者の確認

ステップ③(P１3)へ
（素案作成へ）

有り
（Ｙｅｓ）

ｏr

(Ⅲ)へ
無し
（ＮＯ）

（Ⅲ）調整会議の意向確認

ステップ③(P１３)へ
（素案作成へ）

希望する
（Ｙｅｓ）

ｏr

希望しない
（ＮＯ） (計画作成不可)

★（Ⅱ）の避難支援者には、近くに居住し一緒に避難できる親族の方等も含みます。（Ｑ＆Ａ 項番７参照）

（Ⅰ）～（Ⅲ）を確認した結果、個別避難計画の素案作成へ進むことができる対象者が、

いる場合 ⇒ マニュアルP１3（Ａ校区 ステップ③）へ

いない場合 ⇒ マニュアルP１６（Ｂ校区 ステップ①）へ

＊避難支援者へ役割等を説
明し、承諾を得る必要あり
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東地域Ａ校区：調整会議可校区(ステップ③）
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・対象者に同意確認書（入力用）の記載を依頼してください。
⇒使用データ【【資料②-２】同意確認書（入力用）】

ステップ③（素案作成）

・本人等への聞き取り等を踏まえ、素案を作成してください。（P２１参照）

・素案を作成した方について、Ｅｘｃｅｌデータ【リストＡ校区（対象者入力用）】の列Ｂ～Ｌについて入
力してください。
列Ｉ(同意確認書の受理）、列Ｊ（避難支援者の有無）、列Ｋ（調整会議の意向）に〇もしくは×を入力
してください。

（Ａ校区の）素案を作成した方が、

いる場合 ⇒ マニュアルＰ１４（Ａ校区 ステップ④）へ

いない場合 ⇒ Ａ校区の確認（作業）はこれ以上ありません

マニュアルＰ１６（Ｂ校区 ステップ①）へ
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東地域Ａ校区：調整会議可校区(ステップ④）

14

ステップ④（市へデータ提出）

・市（地域福祉課）へＥｘｃｅｌデータ【リストＡ校区（対象者入力用）】をＥｍａｉｌで送信してください。

⇒【リストＢ校区】に素案を作成した方がいる場合は、【リストＢ校区（対象者入力用）】も同時に添付してくだい。
（P１９参照）

⇒宛先（地域福祉課メールアドレス）の間違えがないよう、複数人でチェックするなど
確認をお願いします

⇒Ｅｘｃｅｌデータ【リストＡ校区（対象者入力用）・Ｂ校区(対象者入力用)】には、パスワード設定をして
送信しています。当初のパスワード設定のまま、返信してください。

【マニュアルＰ２】 地域福祉課メールアドレス（ｃｈｉｉｋｉｆｕｋｕｓｈｉ@ｃｉｔｙ.ｈｉｇａｓｈｉｏｓａｋａ.ｌｇ.ｊｐ）

期限：令和５年１２月２５日（月）

Ａ校区の作業は終了です。マニュアルＰ１５のとおり、確認後、市から事業所へ連絡します。

＊事業所ごとに各担当者のケース全てが終了した時点で提出してください。
＊一部、継続案件（確認作業中）となっている場合は、途中での提出でも構いません。
その旨、Ｅｘｃｅｌ列Ｌの特記事項に記入をお願いします。

続いて、マニュアルＰ１６（Ｂ校区 ステップ①）へ
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東地域Ａ校区：調整会議可校区(ステップ⑤⑥）
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ステップ⑤（市から事業所へ連絡）

（ア）素案＜個別避難計画＞

＊サービス計画書のインフォーマルサービスとして、‟個別避難計画の完成日“の記載を依頼します。

＜窓口にて調整させて頂きます＞

（イ）同意確認書

（ア）（イ）を提出して頂いた後、調整会議が必要な案件については、市及び社会福祉協議会にて調

整後に再度、ご連絡いたします。

ステップ⑥（調整会議の開催）・・・Ａ校区のみ

ステップ④で市（地域福祉課）へ提出頂いたＥｘｃｅｌデータ【リストＡ校区（対象者入力用）※Ｂ校区分

もある場合は同時に確認】を確認し、市へ来庁頂く日程調整のご連絡をさせていただきます。

下記（ア）（イ）の２点を持参し、地域福祉課【市役所本庁舎８階・5番窓口】へお越しください。
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ステップ①

東地域Ｂ校区：調整会議不可校区(ステップ①）

・ご自身が担当する方の中で、東地域のＢ校区（P４）に居住し、対象者の条件（Ｐ６）に該当する方がい

るか確認してください。

いる場合 ⇒ マニュアルＰ１７（Ｂ校区 ステップ②）へ

いない場合 ⇒ Ｂ校区の確認（作業）はこれ以上ありません

・Ａ校区で素案を作成する方がいる場合 ⇒ マニュアルＰ１４を再確認

・Ａ校区で素案を作成する方がいない場合

⇒全ての確認・作業終了【市への提出は不要】
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ステップ②（作成について本人同意の確認・避難支援者の確認）

東地域Ｂ校区：調整会議不可校区(ステップ②）

・Ｂ校区の対象者へ、下記のとおり【（Ⅰ）作成について本人同意の確認】⇒【（Ⅱ）避難支援者の確認】の順で確認をおこなっ

てください。

（Ⅰ）（Ⅱ）を確認した結果、個別避難計画の素案作成へ進むことができる対象者が、

いる場合 ⇒ マニュアルP１８（Ｂ校区 ステップ③）へ

いない場合 ⇒ Ｂ校区の確認（作業）はこれ以上ありません

同意する
(Ｙｅｓ)

(Ⅱ)へ

(計画作成不可)
同意しない
（ＮＯ）

（Ⅰ）作成について本人同
意の確認

ｏr

（Ⅱ）避難支援者の確認

ステップ③ (P１８)へ
（素案作成へ）

有り
（Ｙｅｓ）

ｏr

無し
（ＮＯ）

(計画作成不可)

★Ｂ校区は、
調整会議の対象外です

★（Ⅱ）の避難支援者には、近くに居住し一緒に避難できる親族の方等も含みます。（Ｑ＆Ａ 項番７参照）

・Ａ校区で素案を作成する方がいる場合 ⇒ マニュアルＰ１４を再確認

・Ａ校区で素案を作成する方がいない場合

⇒全ての確認・作業終了【市への提出は不要】

＊避難支援者へ役割等を説
明し、承諾を得る必要あり
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ステップ③（素案作成）

・本人等への聞き取り等を踏まえ、素案を作成してください。（P２１参照）

・素案を作成した方について、Ｅｘｃｅｌデータ【リストＢ校区（対象者入力用）】の列Ｂ～Ｋについて入
力してください。
列Ｉ(同意確認書の受理）、列Ｊ（避難支援者の有無）に〇もしくは×を入力してください。

（Ｂ校区の）素案を作成した方が、

いる場合 ⇒ マニュアルＰ１９（Ｂ校区 ステップ④）へ

いない場合 ⇒ Ｂ校区の確認（作業）はこれ以上ありません

・Ａ校区で素案を作成する方がいる場合 ⇒ マニュアルＰ１４を再確認

・Ａ校区で素案を作成する方がいない場合

⇒全ての確認・作業終了【市への提出は不要】

・対象者に同意確認書（入力用）の記載を依頼してください。
⇒使用データ【【資料②-２】同意確認書（入力用）】
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ステップ④（市へデータ提出）

・市（地域福祉課）へＥｘｃｅｌデータ【リストＢ校区（対象者入力用）】をＥｍａｉｌで送信してください。

⇒【リストＡ校区】（対象者入力用）に素案を作成した方がいる場合は、【リストＡ校区（対象者入力用）】も同時に
添付してくだい。 （P１４参照）

⇒Ｅｘｃｅｌデータ【リストＡ校区（対象者入力用）・Ｂ校区（対象者入力用）】には、パスワード設定をし
て送信しています。 当初のパスワード設定のまま、返信してください。

期限：令和５年１２月２５日（月）

Ｂ校区の作業は終了です。⇒ マニュアルＰ２０（Ｂ校区 ステップ⑤）へ

【マニュアルＰ２】 地域福祉課メールアドレス（ｃｈｉｉｋｉｆｕｋｕｓｈｉ@ｃｉｔｙ.ｈｉｇａｓｈｉｏｓａｋａ.ｌｇ.ｊｐ）

⇒宛先（地域福祉課メールアドレス）の間違えがないよう、複数人でチェックするなど
確認をお願いします

＊事業所ごとに各担当者のケース全てが終了した時点で提出してください。
＊一部、継続案件（確認作業中）となっている場合は、途中での提出でも構いません。
その旨、Ｅｘｃｅｌ列Ｋの特記事項に記入をお願いします。
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ステップ⑤（市から事業所へ連絡）

（ア）素案＜個別避難計画＞

＊サービス計画書のインフォーマルサービスとして、‟個別避難計画の完成日“の記載を依頼します。

＜窓口にて調整させて頂きます＞

（イ）同意確認書

ステップ④で市（地域福祉課）へ提出頂いたＥｘｃｅｌデータ【リストＢ校区（対象者入力用）※Ａ校区分

も素案作成の方がいる場合は同時に確認】を確認し、市へ来庁頂く日程調整のご連絡をさせてい

ただきます。

下記（ア）（イ）の２点を持参し、地域福祉課【市役所本庁舎８階・5番窓口】へお越しください。
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各項目のポイント部分（抜粋）

①事業者情報等 ・・・ 「完成日」 は、空白にしておいてください。

②本人に関する基本情報の確認

「住所」と「居所」が異なる場合は、居所を記入しその旨を記載してください。 ⇒【例：○○町１－１－１(居所)】

④同居家族等、本人連絡先

連絡のつく連絡先が複数（自宅・携帯番号）ある場合は、すべて記入してください。

③避難時に特に配慮が必要なこと

「その他」 支援時の配慮内容がわかるよう記入してください

⇒【例：歩行時は杖を使用、重度の視力障害がある、認知症 等】

●別添、【資料③-１】個別避難計画（ひな形）に記載の番号と本ページの下記番号を見比べながら確認してくだ
さい。個別避難計画の作成には、【資料③-２】個別避難計画（入力用）データを使用してください。
●個別避難計画のおもて面の記入は必須です。（おもて面の記入が報酬支払の条件となります）
うら面（避難経路の地図添付、居所見取り図の記載等）の記入は任意です。

●本人連絡先

⑥避難支援者・・・調整会議を開催する案件については、調整会議にて協議します。

要支援者に対し、避難情報の伝達や避難場所までの誘導支援を行う方です。

個人での選任が難しい場合は、団体を避難支援者とすることも可能です。

⇒【例：○○自治会の○○班、ＮＰＯ法人○○ 等】

＊調整会議を開催せず、避難
支援者を設定することができ
る場合は、避難支援者へ役割
等を説明し、承諾を得てくだ
さい。
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各項目のポイント部分（抜粋）

⑦避難場所、移動方法・経路等・・・調整会議を開催する案件については、調整会議にて協議します。

避難場所への移動方法、経路等を記入してください。
（必要に応じて、うら面に避難所までの経路がわかる地図の添付をしてください。⇒次ページP２3⑨参照）

【確認媒体】
〇東大阪市防災ハザードマップ 〇ひがしおおさかｅまちマップ

〇東大阪市防災ハザードマップ【東大阪市 危機管理室ＨPより】

ｈｔｔｐｓ://ｗｗｗ.ｃｉｔｙ.ｈｉｇａｓｈｉｏｓａｋａ.ｌｇ.ｊｐ/ｋｉｋｉｋａｎrｉ/０００００3０４０６.ｈｔｍｌ

�検索ワード ： 東大阪市防災ハザードマップ

〇ひがしおおさかｅまちマップ ※スマートフォン版については、右記のQRコードより⇒
https://www2.wagmap.jp/higashiosaka/Portal

第１次避難所（小・中学校）は、居住地の住所により決まっているわけではありません。
最も近い、また避難しやすい第１次避難所をご確認ください。

�検索ワード ： ひがしおおさかｅまちマップ
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各項目のポイント部分（抜粋）

⑧特記事項

①～⑦の項目に加え、本人の状況や注意事項について記入してください。

⇒【例：デイサービスを利用している日時、主な疾患、持ち出す必要がある薬、要介護区分、手帳の有無 等】

⑨避難場所までの避難経路、居所見取り図 等 （うら面 / 任意項目）
・・・調整会議を開催する案件については、調整会議にて協議します。

避難場所までの避難経路を記入してください。（地図の添付等）

●避難経路の図

●居所見取り図 等

普段いる部屋、寝室の位置、玄関からの動線を記入してください。
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個別避難計画作成にかかる報酬

１件あたり ７,０００円

●報酬額

⇒市からの依頼に基づき、本マニュアルに定められた手順により素案（計画）作成した場合
※個別避難計画のおもて面の記入は必須

●支払いの流れ

福祉専門職の所属する事業所からの申請に基づき（請求書の提出）、当該事業所に支出します。

●対 象

「新規作成」もしくは「大幅な更新」を行った場合

⇒大幅な更新とは、身体の状況の変化等により、避難方法の見直し等が必要となった場合などを想定
＊対象となるかどうかについては、市で審査し判断します。

⇒申請書類等については、別途、お知らせ致します。

●その他

調整会議の開催案件について、避難支援等関係者（地域の関係者を含む）の都合等により、開催することが
できないといった場合について、対象となるかどうかについては、市で審査し判断します。


